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千葉県 オレンジ連携シート 新旧対照表 

新 旧 

P2 

３ 様式の特長 

本シートは、Ａ４版１枚片面とし、記入者の負担軽減に配慮し記

載事項を必要最小限としながら、状況に応じた必要な情報を伝達

（共有）できるよう設計しています。 

 

 

 

 

・「上部」は情報共有の際に欠かせない、本人の基本情報、シー

ト送付の目的、認知症の症状、具体的な伝達・相談・依頼事項を簡

潔に記載することとし、回答が必要か否か一目でわかる書式としま

した。 

・「下部」はすべて必ずしも記載を必要としない部分としており、

シートの利用場面に応じて、家族、IADL、医療、介護サービスの利

用状況などの必要な情報だけを記載できるようにしており、必要に

応じて、既存資料 (例：千葉県地域生活連携シート、診療情報提供

書、ケアプランなど）の添付をすれば足りることとしました。 

 

 

３ 様式の特長 

本シートは、記入者の負担軽減に配慮し記載事項を必要最小限と

しながら、状況に応じた必要な情報を伝達（共有）できるよう設計

しています。 

・Ａ４版１枚とし、大半の記載項目について、選択肢からチェッ

クすれば足りる書式としました。 

・情報提供（一方通行）だけでなく、他の専門職から意見・回答

を求めるなど「双方向」での情報共有が可能な書式としました。 

・「表面」は、情報共有の際に欠かせない、本人の基本情報、シ

ート送付の目的、認知症の症状、具体的な伝達・相談・依頼事項を

簡潔に記載することとし、回答が必要か否か一目でわかるようにな

っており、回答事項も簡潔に記載できる書式としました。 

・「裏面」はすべて必ずしも記載を必要としない部分としてお

り、シートの利用場面に応じて、家族、IADL、ADL、医療、介護サ

ービスの利用状況などの必要な情報だけを記載できるようにしてお

り、必要に応じて、既存資料 (例：千葉県地域生活連携シート、診

療情報提供書、ケアプランなど）の添付をすれば足りることとしま

した。 

 

資
料
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４  利用する場面 

本シートは、以下のような場面で使用することができます。 

（１）発信者から受信者へ情報伝達等を行う（１回・片道） 

（２）発信者から受信者へ依頼や相談等を行い、それに対して受信

者が別のシートを作成し回答する（２回・一往復） 

※簡易な返信の場合は、受信したシートに追記して回答していただ

いても問題ございません。より良い支援のため、発信者から返信を

求められた場合は、できる限り応じるよう御協力をお願いします。 

 

以下のような場面での活用を想定しています。また、１８ページ以

降に記入例を掲載しましたので、参考にしてください。 

 

P4 

法令等により守秘義務が課されている主な専門職 

 

 

 

※厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」を参考に、千葉県高齢者福祉課が作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  利用する場面 

本シートは、以下のような場面で使用することができます。 

（１）発信者から受信者へ情報伝達等を行う（１回・片道） 

（２）発信者から受信者へ依頼や相談等を行い、それに対して受信

者が回答する（２回・一往復） 

  ※より良い支援のため、発信者から返信を求められた場合は、

できる限り応じるよう御協力をお願いします。 

 

 

以下のような場面での活用を想定しています。また、２０ページ以

降に記入例を掲載しましたので、参考にしてください。 

 

 

法令等により守秘義務が課されている主な専門職 

・介護療養型医療施設の従業者（指定介護療養型医療施設の人員、

設備及び運営に関する基準） 

 

※厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイドライン」を参考に、千葉県高齢者福祉課が作

成。 
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P5 

【シート利用のイメージ図】 

（１）発信者から受信者へ情報伝達（片道） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）発信者から受信者へ依頼・相談、受信者から回答（往復） 

【発信者（シート②の到着者）】【受信者（シート①の到達者）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シート利用のイメージ図】 

（１）発信者から受信者へ情報伝達（片道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）発信者から受信者へ依頼・相談、受信者から回答（往復） 

【発信者（最終到達者）】 【受信者（返信者）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発信者記入欄 

 
 

返信者（受信者）記入欄 

 

 返信：不要 
●●●●●●●●
●●●●●●●● 
 

発信者記入欄 

 
 
 
 
返信者（受信者）記入欄 

 

返信：要 
●●●●●●●●
●●●●●●● 

発信者記入欄 

 

 
 
 
返信者（受信者）記入欄 

 ★★★★★★★
★★★★★★★ 

返信：要 
●●●●●●●●●
●●●●●● 
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（３）専門職がケースカンファレンス等において記載された情報を

共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6 

２ 本人・家族の同意 

（１） 同意書の取得（原則） 
同意をいただく際は、発信者が、同意書（様式例：７ページ）によ

りシートの目的を説明し、署名欄に本人の署名をお願いします。 

同意書原本は、発信者が所属する機関が、個人情報保護法及び「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」（令和 7年６月 1日改正、厚生労働省。以下、「個人情報ガ

イダンス」という。）に沿って、シート原本（又はコピー）と同様

に管理します。（28ページ～33 ページ参照） 

 

（２） 既存の包括同意による同意の省略 
シートの送付先やカンファレンス等の出席者、また記入内容が、上

記の同意の範囲に含まれるかどうか、個人情報保護法、個人情報ガ

イダンス及び各機関において定めている規程に沿い、適切に判断し

てください。 

（３）専門職がケースカンファレンス等において記載された情報を

共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本人・家族の同意 

（１） 同意書の取得（原則） 
同意をいただく際は、発信者が、同意書（様式例：別紙）によりシ

ートの目的を説明し、署名欄に本人の署名をお願いします。 

同意書原本は、発信者が所属する機関が、個人情報保護法及び「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ドライン」（平成 29年 4月 14 日改正、厚生労働省。以下、「個人情

報ガイドライン」という。）に沿って、シート原本（又はコピー）

と同様に管理します。（30 ページ～35 ページ参照） 

 

（２） 既存の包括同意による同意の省略 
シートの送付先やカンファレンス等の出席者、また記入内容が、上

記の同意の範囲に含まれるかどうか、個人情報保護法、個人情報ガ

イドライン及び各機関において定めている規程に沿い、適切に判断

してください。 

発信者記入欄 

 
返信者（受信者）記入欄 

 

 ●●●●●●●●
●●●●●●●● 
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P7 

（３）生命保護など緊急時における特例 

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき」（緊急時）には、本人の

利益を守ることが優先とされるため、本人の同意がなくとも、関係

者に提供して差支えないとされています。（個人情報保護法第 27条

第 1項第 2号） 

 

 

P8 

３ 個人情報保護への配慮 

本シートの運用に当たっては、個人情報保護法及び個人情報ガイダ

ンスに沿い、各自・各所属が責任を持って個人情報を取り扱ってく

ださい。 

 

 

４ 管理等 

シート原本は、到達者（※）が、その所属機関において作成・保存

している本人に関する資料（医療機関なら診療録（カルテ）、介護

事業者なら介護支援記録等）と同様に、責任を持って管理・保存し

てください。 

 

※発信者Ａから受信者Ｂへの情報提供で終わった場合はＢ、発信者

Ａから情報提供を受けた受信者Ｂが、別のオレンジシートでＡに返信

した場合は、情報提供のオレンジシートについては Bが、返信のオレ

ンジシートについてはＡが到達者となります。 

 

 

（３）生命保護など緊急時における特例 

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき」（緊急時）には、本人の

利益を守ることが優先とされるため、本人の同意がなくとも、関係

者に提供して差支えないとされています。（個人情報保護法第 23条

第 1項第 2号） 

 

 

 

３ 個人情報保護への配慮 

本シートの運用に当たっては、個人情報保護法及び個人情報ガイド

ラインに沿い、各自・各所属が責任を持って個人情報を取り扱って

ください。 

 

 

４ 管理等 

シート原本は、最終到達者（※）が、その所属機関において作成・

保存している本人に関する資料（医療機関なら診療録（カルテ）、

介護事業者なら介護支援記録等）と同様に、責任を持って管理・保

存してください。 

 

※発信者Ａから受信者Ｂへの情報提供で終わった場合はＢ、発信者

Ａから受け取ったシートに、受信者Ｂが記入し、Ａに返信した場合

はＡが最終到達者となります。（５ページ参照） 
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発信者Ａから情報提供を受けた受信者Ｂが受信したオレンジシート

でＡに返信した場合は、Aが到達者となります。 

また、ケースカンファレンス等において記載されたされた情報を共

有した場合は、シート原本所有機関が管理・保存してください。（５ペ

ージ参照） 

 

５ 発信者・受信者以外の専門職と情報共有する場合 

  認知症の人の支援に当たり、シートに記入された情報を、発信

者・受信者以外の専門職とも共有する場合（サービス担当者会議で

利用する場合など）には、発信者の了解を得ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

P12 

Ⅳ 地域でのカスタマイズ 

地域の実情に応じ、項目の追加や様式の変更を行うこともできま

す。 

ただし、県全域での広域的な利用を可能とするため、県標準様式に

定める必須記入項目（上部の記載部分）は省略しないようにしてく

ださい。 

○「さくらパス」について 

佐倉市認知症地域ネットワーク医療介護連携推進協議会では、モデ

ル事業（平成 24～25 年度）開始時から、項目を追加するなど、県

 

 

 

 

 

 

５ 発信者・受信者以外の専門職と情報共有する場合 

  認知症の人の支援に当たり、シートに記入された情報を、シー

ト記入者（発信者・受信者）以外の専門職とも共有する場合には、

当該記入者（発信者・受信者）の了解を得ることが必要です。 

  このため、受信者からの返信内容をシート記入者（発信者・受

信者）以外の専門職とも共有する場合（サービス担当者会議で利用

する場合など）には、発信者はシートの「返信内容の発信者以外へ

の提供」欄に提供先を明記したうえで、受信者に送付してくださ

い。当該欄に提供先として明記されていない専門職にシートを提供

する場合には、改めて受信者から了解を得る必要があります。 

 

 

Ⅳ 地域でのカスタマイズ 

地域の実情に応じ、項目の追加や様式の変更を行うこともできま

す。 

ただし、県全域での広域的な利用を可能とするため、県標準様式に

定める必須記入項目（表面の記載部分）は省略しないようにしてく

ださい。 

○「さくらパス」について 

佐倉市認知症地域ネットワーク医療介護連携推進協議会では、モデ

ル事業（平成 24～25 年度）開始時から、項目を追加するなど、県



7 

 

標準様式を変更し、「さくらパス」という名称で、関係者間の連携

をしています。 

例）地域包括支援センター・介護支援事業所等から、医療機関宛シ

ート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【さくらパスの特徴】 

・連携する機関（提供先）によって、①地域包括支援センター・介

護支援事業所等から、医療機関宛②医療機関から地域包括支援セン

ター・介護事業所等宛③医療機関から医療機関（神経内科・精神

科・病院等）宛④認知症専門医療機関から医療機関宛の４つにシー

トを分けています。 

 

標準様式を変更し、「さくらパス」という名称で、関係者間の連携

をしています。 

「さくらパス」は、「ブルーパス」、「グリーンパス」、「オレンジパ

ス」の 3色 8シートで構成されています。 

例）介護福祉関係者用の発信シート「グリーンパス」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【さくらパスの特徴】 

・発信者から受信者へ情報伝達等を行う片道シートとし、返信は、

別のシートで回答します。 

・認知症の人や家族用に使用するシート（同意書等）は、「ブルー

パス」、 医療機関から発信するシートは「オレンジパス」と呼ん

でいます。 

「認知症の症状や経過の詳

細」の欄には、介護保険主

治医意見書の項目を追加し

たほか、脳血管性認知症や

正常圧水頭症の特徴となる

症状も項目に追加していま

す。 

また、地域包括支援センタ

ーやケアマネジャーが認知

機能検査を実施した結果を

シートに添付し、医療機関

に発信することで、認知機

能のレベルや症状を的確に

伝えることができます。 
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P14 

○症状の進行段階に応じて、必要となる情報○ 

後期 

身体合併症の発症（歩行障害の進行から転倒・骨折、肺炎、心筋梗

塞等）による入院治療などにおいて適切に対応するための情報 

  ・入院時のアセスメント、入院中の対応方法 

・転院・退院後のリハビリ治療、認知症リハビリテーション及 

びケアの方針 

 

P15 

２ 構成 

上部が「必須記入項目」、下部が「任意記入項目」となっていま

す。 

下部（任意記入項目）は、発信者がその目的（伝達・相談・依頼事

項）に関連し、把握している情報について、必要な項目を選んで記

入してください。（全ての項目を記入する必要はありません。） 

 

３ 各項目別の記入方法 

（１） 上部 
○必須項目記入欄 

・ 「要返信」：受信者に返信（相談・依頼事項に対する回答）をお願

いする場合は「要返信」にチェックします。 

 

 

 

 

P14 

○症状の進行段階に応じて、必要となる情報○ 

後期 

身体合併症の発症（歩行障害の進行から転倒・骨折、肺炎、心筋梗

塞等）による入院治療などにおいて適切に対応するための情報 

  ・入院時のアセスメント、入院中の対応方法 

・転院・退院後のリハビリ治療、認知症リハビリテーション 

（＊）及びケアの方針 

 

 

２ 構成 

表面が「必須記入項目」、裏面が「任意記入項目」となっていま

す。 

裏面（任意記入項目）は、発信者がその目的（伝達・相談・依頼事

項）に関連し、把握している情報について、必要な項目を選んで記

入してください。（全ての項目を記入する必要はありません。） 

 

３ 各項目別の記入方法 

（１）表面 

○発信者記入欄（必須記入項目） 

・ 「返信」：受信者に返信（相談・依頼事項に対する回答）をお願い

する場合は「要」、情報伝達（ケースカンファレンス等での情報共

有）のみで特に返信（回答）を求めない場合は「不要」にチェック

します。 

・「目的」：発信者が、受信者に伝達・相談・依頼したい内容（主な

目的）について、該当する項目にチェックします。 

 「①何について」、「②どうしてほしい」のそれぞれから、選んで

ください。 
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・「送付目的・伝達・相談・依頼事項」：主な目的、受信者に伝えた

い（情報共有を行いたい）こと、相談・依頼したいことについて、

要点を整理し、簡潔に記入します。 

・「本人の意向」：本人が利用を希望するサービス、今後の生活に向

けた望み、想いなどを把握している範囲で記入します。 

（例：介護サービスを利用しながら自宅で暮らしたい、施設入所を

希望） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「伝達・相談・依頼事項」：受信者に伝えたい（情報共有を行いた

い）こと、相談・依頼したいことについて、要点を整理し、簡潔に

記入します。 

・「返信内容の発信者以外への提供」：受信者から返信（提供）され

た情報を、他の専門職に提供するかどうか、提供する場合にはその

提供先を記入します。 

受信者が、提供した情報の発信者以外への提供の有無や提供先を確

認した上で返信できるよう、必ず記入してください。 

 

○受信者（返信者）記入欄 

※発信者から返信を求められた場合に、記入します。 

・「記入日」：シートの返信者がシートを記入した年月日を記入しま

す。 

・「添付資料」：別に添付した資料（例：ケアプラン、処方箋）の枚

数を記入します。 

・「返信者」：返信者の所属と氏名、また問合せ先電話番号を記入し

ます。ゴム印の押印でも構いません。 

・「伝達・回答事項」：発信者に伝えたい（情報共有を行いたい）こ

と、相談・依頼に対する回答について、要点を整理し、簡潔に記入

します。 
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P16 

（２）下部 

 

○基本情報  

・「主介護者の続柄」 

・「キーパーソンの続柄」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P16,17 

○生活の状況 

ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作能力、家事など一人暮らしを維持し

ていくために必要な能力） 

以下の項目について、本人の日常生活の様子を家族や介護者に確認

する、本人の様子を観察するなどして、簡潔に記入します。 

 

 

（２）裏面 

 

○基本情報 

・ 「主介護者」 

・ 「キーパーソン」 

・「本人の要望や意向」：本人が、どのような暮らし方（生活）をし

たいと思っているか、支援関係者（機関）にどのような支援を望ん

でいるか、把握している範囲で記入します。 

（例：介護サービスを利用しながら自宅で暮らしたい、施設入所を

希望） 

・「家族の病気に対する理解度・受け止め方」：家族が、本人の認知

症についてどれだけ正しく理解しているか、またどのように感じて

いるか、把握している範囲で記入します。 

・「家族の要望や意向」：家族が、本人の暮らし方（生活）について

どのような意向を持っているか、支援関係者（機関）にどのような

支援を望んでいるか、把握している範囲で記入します。 

（例：行動・心理症状を抑える治療をしてほしい、施設入所を希

望） 

・「介護者の状態」：本人を介護している家族等介護者の身体的・精

神的な状態等を記入します。 

 

○生活の状況 

ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作能力、家事など一人暮らしを維持し

ていくために必要な能力） 

以下の項目について、本人の日常生活の様子を家族や介護者に確認

したり、本人の様子を観察するなどして、「ア一人で問題なくでき

る」～「エ全くできない」のうち、該当する欄にチェックします。 
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・「買物」：一人で、必要なものを、必要なだけ買うことができる

か。 

 

・「公共交通機関を使った外出」：バスや電車などを使って、一人で

外出できるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、「車の運転」について運転免許を持っていない場合、「服薬

（薬剤管理）」について定期的に服用している薬がない場合など

は、「オもともとやらない／必要ない」にチェックしてください。 

 

・「買物」：一人で、必要なものを、必要なだけ買うことができる

か。同じ物を頻繁に買ってくるなど、買物に関する失敗が頻繁に見

られる場合には「あまりできない」に該当します。 

・「公共交通機関を使った外出」：バスや電車などを使って、一人で

外出できるか。頻繁に失敗が見られる場合には「あまりできない」

に該当します。 

・「服薬（薬剤管理）」：自分で、薬を決まった時間に決まった分量

のむことができるか。処方薬が朝・昼・夕・就寝前ばらばらに半分

以上残っている、健康維持に必須と思われる薬を相当飲み忘れてい

る、複数の処方薬の残薬の量が著しくばらばらである場合には、

「あまりできない」「できない」に該当します。 

 

ＡＤＬ（基本的日常生活動作能力／身体的日常生活動作能力、自分

自身の身の回りのことを自立して行う能力） 

以下の項目について、本人の日常生活の様子を家族や介護者に確認

したり、本人の様子を観察するなどして、「①一人で問題なくでき

る」～「④全介助を要する」のうち、該当する欄にチェックしま

す。 

 

・「入浴」：入浴に関連する一連の動作を行い、期待される効果（保

潔）が得られているか。 

・「着替え」：用意された服を一人で着られるか。 

・「排泄」：一人でトイレを使用して、排泄に必要な一連の動作を完

了できるか。 
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・「身だしなみ（整容）」：髪や爪の手入れ、洗面・歯磨き、髭そり

など、一人で身だしなみを整えることができるか。 

・「食事」：食物を摂取する一連の行為が一人でできるか。 

・「家の中での移動」：日常生活において、食事や排泄、入浴など

で、必要 

な場所へ一人で移動できるか。 

・「歩行」：歩行自体は自立しているか。車椅子や杖等は必要か。 

・「受信者に伝えたいこと」：受信者にＡＤＬに関して具体的に伝え

たい 

 内容（杖歩行やおむつ使用等）を記入します。 

 

・「利用している（していた）生活支援サービス」：介護保険サービ

スや医療支援以外に利用している（過去、利用していたことがあ

る）サービス（配食、見守り、移送、障害者支援、生活保護等。イ

ンフォーマルサービスを含む）などのうち、伝達・相談・依頼事項

に関連し、情報共有が必要だと思われる事項について、その内容や

頻度、利用期間等を記入します。 

 

 

○介護保険サービスの利用状況等 

・「介護予防・日常生活支援総合事業」：記入時点における介護予

防・日常生活支援総合事業の該当状況についてチェックします。 

  ・「介護認定」「認定期間」「認知症高齢者の日常生活自立度判

定基準」「日常生活自立度（寝たきり度）判定基準」：記入時点にお

ける要介護度や 認定有効期間、日常生活自立度について、介護保

険被保険者証や認定調査結果を基に記入します。 

  ・「要支援・要介護区分（目安）」、「認知症高齢者の日常生活自

立度判定基準（抜粋）」、「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり



13 

 

 

 

 

○現在、利用している介護サービス 

利用している介護サービスについて、記入します。事業所の名称や

週当たり延べ時間・回数など、伝達・相談・依頼事項に関連し、必

要な情報を記入します。 

※ケアプラン等の資料添付でも代用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

○医療の状況 

 現病歴、現在の処方、既往歴などを記入します。現病歴について

は、現在治療中の疾病（認知症以外の疾病も含む）や受診先医療機

関、治療の経過等について記入します。 

現在の処方については、処方されている薬剤の名称、量、服用時間

（回数）について記入します。 

※処方箋や、お薬手帳の写しの添付でも構いません。 

既往歴については、過去の病歴等について、伝達・相談・依頼事項

に関連し、情報共有が必要だと考えられる場合に、把握している範

囲で記入します。 

 

P18 ４ 本シートの記入例 

図は省略します。（すべての図を修正しています。） 

度）判定基 準」の詳細については、資料編（28ページ）を参照く

ださい。 

 

・ 「現在、利用している介護サービス」：利用している介護サービス

について、該当欄にチェックします。また、（ ）内に事業所の名

称や週当たり延べ時間・回数など、伝達・相談・依頼事項に関連

し、必要な情報を記入します。 

※ケアプラン等の資料添付でも代用できます。 

 

・「過去、利用していた介護サービス」：以前、利用したことがある

が、何らかの事情で現在は利用していない介護サービスの内容につ

いて、伝達・相談・依頼事項に関連し、情報共有が必要だと考えら

れる場合に、把握している範囲で記入します。 

 

 

○医療の状況 

・ 「現病歴、受診機関、治療経過等」：現在治療中の疾病（認知症以

外の疾病も含む）や受診先医療機関、治療の経過等について記入し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本シートの記入例 
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P24 Ⅵ 利用フロー図 

図は省略します。（二つのシートであることがわかるように修正し

ています。 

 

 

 

 

P27 ２ 関係法令等 

（利用目的の特定）  

第十七条 

 

（利用目的による制限）  

第十八条 

 

五  当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であっ

て、当該個人情報を学術研究の用に供する目的（以下この章におい

て「学術研究目的」という。）で取り扱う必要があるとき（当該個

人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個

人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

六  学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該

学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要が

あるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的で

ある場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場

合を除く。）。 

 

 

 

 

Ⅵ 利用フロー図 

 

 

 

 

 

 

２ 関係法令等 

（利用目的の特定）  

第十五条 

 

（利用目的による制限）  

第十六条 
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P28 

（２）医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス（令和７年６月 1日改正、厚生労働省）（抜粋） 

 

Ⅳ 医療・介護関係事業者の義務等 

７．安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督（法 第２３条

～第２５条） 

 

（安全管理措置） 

法第二十三条 

法第二十四条 

法第二十五条 

 

（１）医療・介護関係事業者が講ずるべき安全管理措置 

①安全管理措置 

 医療・介護関係事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅

失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、組織的、

人的、物理的及び技術的安全管理措置等を講じなければならない。

また、外国において個人データを取り扱う場合には、外的環境の把

握を行ったうえで、これらの安全管理措置を講じなければならな

い。その際、本人の個人データが漏えい、滅失又は毀損をした場合

に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個

人データの取扱い状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な

措置を講ずるものとする。なお、その際には、個人データを記憶し

た媒体の性質に応じた安全管理措置を講ずる。 

 ※「その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措

置」には、個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしてい

る個人情報であって、当該個人情報取扱事業者が個人データとして

 

（２）医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイドライン（平成 29 年 4 月 14 日改正、厚生労働省）（抜

粋） 

Ⅲ 医療・介護関係事業者の義務等 

４．安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督（法 第２０条

～第２２条） 

 

（安全管理措置） 

法第二十条 

法第二十一条 

法第二十二条 

 

（１）医療・介護関係事業者が講ずるべき安全管理措置 

①安全管理措置 

医療・介護関係事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失

又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、組織的、人

的、物理的、及び技術的安全管理措置を講じなければならない。そ

の際、本人の個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本

人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人デ

ータの取扱い状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置

を講ずるものとする。なお、その際には、個人データを記憶した媒

体の性質に応じた安全管理措置を講ずる。 
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取り扱うことを予定しているものの漏えい等を防止するために必要

かつ適切な措置も含まれる。そのため、当該個人データとなる前の

個人情報（個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしてい

る個人情報であって、当該個人情報取扱事業者が個人データとして

取り扱うことを予定しているもの）についても、上記の安全管理措

置等を講じる必要がある。 

 

②従業者の監督 

医療法第１５条では、病院等の管理者は、その病院等に勤務する医

師等の従業者の監督義務が課せられている。（薬局や介護関係事業

者についても、医薬品医療機器等法や介護保険法に基づく各種サー

ビスに関する人員、設備及び運営に関する基準（以下「指定基準」

という。）等に同様の規定あり。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②従業者の監督 

医療法第１５条では、病院等の管理者は、その病院等に勤務する医

師等の従業者の監督義務が課せられている。（薬局や介護関係事業

者についても、医薬品医療機器等法や介護保険法に基づく「指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定介

護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準」、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準」、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準」、「指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準」、「指定介護老人福祉施設の人員、

設備及び運営に関する基準」、「介護老人保健施設の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準」、「指定介護療養型医療施設の人員、

設備及び運営に関する基準」及び「指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準」（以下「指定基準」という。）等に同

様の規定あり。） 
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P29 

③個人データの漏えい等の問題が発生した場合等における報告連絡

体制の整備 

・個人データの漏えい等の情報は、苦情等の一環として、外部から

報告される場合も想定されることから、苦情への対応を行う体制と

の連携も図る。（Ⅳ１７．参照） 

 

P30 

⑦技術的安全管理措置 

－個人データに対するアクセス管理（ＩＤやパスワード等による認

証（※）、各職員の業務内容に応じて業務上必要な範囲にのみアク

セスできるようなシステム構成の採用等） 

 ※認証については、認証の３要素である「記憶」、「生体情報」、

「物理媒体」のうち、 ２つの独立した要素を組み合わせて認証を

行う方式（二要素認証）を採用することが望ましい。 

 

（３）～（５） 

 

P31 

９．個人データの第三者提供（法第２７条） 

（第三者提供の制限） 

法第二十七条 

三～七（略） 

 

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の

者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個

人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目

的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は

 

③個人データの漏えい等の問題が発生した場合等における報告連絡

体制の整備 

・個人データの漏えい等の情報は、苦情等の一環として、外部から

報告される場合も想定されることから、苦情への対応を行う体制と

の連携も図る。（Ⅲ１３．参照） 

 

 

⑦技術的安全管理措置 

－個人データに対するアクセス管理（ＩＤやパスワード等による認

証、各職員の業務内容に応じて業務上必要な範囲にのみアクセスで

きるようなシステム構成の採用等） 

 

 

 

 

（３）～（６） 

 

 

５．個人データの第三者提供（法第２３条） 

（第三者提供の制限） 

法第二十三条 

三・四（略） 

 

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の

者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個

人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目

的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名
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名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、

あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置い

ているとき。 

 

 

P32 

①患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的につい

て、院内掲示等で公表しておくことによりあらかじめ黙示の同意を

得る場合 

医療機関の受付等で、診療を希望する患者から個人情報を取得した

場合、それらが患者自身の医療サービスの提供のために利用される

ことは明らかである。このため、院内掲示等により公表して、患者

に提供する医療サービスに関する利用目的について患者から明示的

に留保の意思表示がなければ、患者の黙示による同意があったもの

と考えられる。（Ⅳ５．参照） 

P33 

・他の医療機関等からの照会に回答する場合 

なお、地域医療情報連携ネットワークにおいて、医療機関が保存及

び管理等を行う診療情報等を、他の医療機関からの照会を受けて、

直接第三者提供する場合（医療機関から地域医療情報連携ネットワ

ークの運営主体に対して診療情報等の保存及び管理等の取扱いを委

託している場合において、当該地域医療情報連携ネットワークの運

営主体を介して、他の医療機関からの照会を受けて、診療情報等を

第三者提供する場合を含む。）については、「地域医療情報連携ネッ

トワークにおける同意取得方法の例について」（令和２年３月３１

日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡）による。 

 

 

称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得

る状態に置いているとき。 

  

 

 

 

①患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的につい

て、院内掲示等で公表しておくことによりあらかじめ黙示の同意を

得る場合 

医療機関の受付等で、診療を希望する患者から個人情報を取得した

場合、それらが患者自身の医療サービスの提供のために利用される

ことは明らかである。このため、院内掲示等により公表して、患者

に提供する医療サービスに関する利用目的について患者から明示的

に留保の意思表示がなければ、患者の黙示による同意があったもの

と考えられる。（Ⅲ２．参照） 

 

・他の医療機関等からの照会に回答する場合 
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・家族等への病状説明 

同様に、児童・生徒の治療に教職員が付き添ってきた場合について

も、児童・生徒本人が教職員の同席を拒まないのであれば、本人と

教職員を同席させて、治療内容等について説明を行うことができる

と考えられる。 

 

P34 

凡例（千葉県オレンジ連携シートを発信者として利用する場合との

比較） 

×：千葉県オレンジ連携シートには記載項目が無い部分 

※：千葉県オレンジ連携シートに類似記入欄はあるが注意を要する

部分 

 

図は省略します。（すべての図を修正しています。） 

 

P43 

４ 本シートの作成経過等 

平成２６年度からアンケート調査を実施し、アンケート結果を踏ま

え、推進協議会や作業部会の御意見を取り入れながら、平成２８年

度、平成３０年度及び令和７年度にシート内容を一部改訂しまし

た。 

 

 

 

 

 

・家族等への病状説明 

 

 

 

 

 

 

凡例（千葉県オレンジ連携シートを発信者として利用する場合との

比較） 

×：千葉県オレンジ連携シートには記載項目が無い部分 

△：千葉県オレンジ連携シートに類似記入欄はあるが注意を要する

部分 

※：千葉県オレンジ連携シートで記入欄が裏面（任意記入項目）で

ある部分 

 

 

４ 本シートの作成経過等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




